	経営革新計画承認企業(令和８年１月)


	１
	企業名
	株式会社モデック
	承認年月日
	令和８年１月１５日

	　
	所在地
	豊中市利倉１－１７－４
	
	

	
	TEL
	０６－６８６５－１９１９
	
	

	　
	事業テ－マ
	【高度な精密加工技術を活かした航空宇宙・通信関連産業への取組み】
・当社の中核事業である医療用機器や半導体関連機器向けの樹脂・金属部品加工で培ってきた技術的強みを生かし、さらに高度な精密加工技術を実現する製造設備の投資によって、今後日本の成長発展をリードする通信関連機器向け部品加工や、航空宇宙産業用部品の新市場に対応する高付加価値生産体制の基盤を確立。


	２
	企業名
	メディカル朋株式会社
	承認年月日
	令和８年１月１５日

	　
	所在地
	大阪市中央区大手通１－３－９
	
	

	
	ＴＥＬ
	非表示
	
	

	　


	事業テ－マ


	【介護運営ノウハウとデジタル技術を融合させた新規フランチャイズモデルの確立】
非表示


	３
	企業名
	株式会社ビッグシャローズ
	承認年月日
	令和８年１月１５日

	
	所在地
	交野市天野が原町４－１５－１５
	
	

	
	ＴＥＬ
	非表示
	
	

	　
	事業テ－マ
	【地域課題の解決を図るWEBサービスプラットフォーム構築による地域総合インフラ事業進出】
弊社の本拠地である大阪府交野市の住民が日常の小さな困りごとを相談できるデジタル窓口を構築し、地域事業者とマッチングすることで生活支援と地域経済を同時に活性化させる。新聞販売事業で培った独自の地域接点を活かし、相談受付・EC・業者連携を一元化したプラットフォームを運用し、地域総合インフラ企業への転身を図る。また、本取り組みにより、当社は新聞販売店から地域総合インフラ企業へと転身を図り、持続可能な新収益源を創出する。


	４
	企業名
	株式会社リアルナ
	承認年月日
	令和８年１月１５日

	　
	所在地
	大阪市西区立売堀１－４－１０
	
	

	
	ＴＥＬ
	非表示
	
	

	　
	事業テ－マ
	【新卒の健康リテラシー向上・特定保健指導まで可能な新たな情報管理システムの開発と提供】
非表示



	５
	企業名
	株式会社AVAN
	承認年月日
	令和８年１月３０日

	
	所在地
	大阪市中央区瓦町３－４－９－７階
	
	

	
	ＴＥＬ
	０６－６７２７－６５０７
	
	

	　
	事業テ－マ
	【物件ごとに異なる体験を提供するサブスク別荘サービスの開発】

自社が物件を保有・使用して月定額のサブスク式で別荘を利用できる仕組みを構築し、各施設はサーフィン、バドルサップ、ダーツ、ヨガ、ファスティング、メディテーション、ワーケーション、制作クリエーションなど、それぞれが全く異なるテーマ・アクティビティに特化させる。また各アクティビティの用品は施設内に予め用意しておく。これにより利用者は飽きることなく様々な施設を利用することができ、また様々なアクティビティ、非日常環境を気軽に楽しむことができる。


	６
	企業名
	S・T CREATE株式会社
	承認年月日
	令和８年１月３０日

	　
	所在地
	枚方市長尾家具町１－８－１
	
	

	
	ＴＥＬ
	０７２－８０７－４２２３
	
	

	　


	事業テ－マ


	【緊急時の車両確保にも対応するトラック整備事業の展開】
自社で新たにトラック整備の指定工場の許可を取得した自社の強みを活かして「緊急時の車両確保にも対応するトラック整備事業の展開」を行う。当社がトラックの整備や車検などを請け負う先に対して有事の際のリースによる業務用トラックの貸し出しを提案し、事前に了解を得てすぐに手配ができる準備を整えておくことで、トラックが急に必要になった場合にも短時間で手配することができるように支援する。


	７
	企業名
	株式会社イーロックホーム
	承認年月日
	令和８年１月３０日

	　
	所在地
	堺市堺区三宝町１－３－１
	
	

	
	ＴＥＬ
	０１２０－２５２－８５８
	
	

	　


	事業テ－マ


	【リフォーム業務の合理化とエステサロン事業への進出による、高成長経営へ刷新】
現状での経営危機感に対し、エステサロンの新事業を機に全社挙げて省人化、複数の各工事現場の全体最適の効率化を実現する。更に新たな顧客管理システムを導入し、安定した成長、賃上げと経営への刷新を図る。新たなエステサロン事業に進出し、収益性の向上を図る。


	８
	企業名
	株式会社ランド
	承認年月日
	令和８年１月３０日

	　
	所在地
	堺市北区東浅香山町1－１４９
	
	

	
	ＴＥＬ
	０７２－２４７－７０１１
	
	

	　


	事業テ－マ


	【生活困窮者等の自立を支援するシェルター事業の展開】
大阪府堺市の社会福祉協議会など行政と連携を取り、住まいの確保が困難な生活困窮者や養護施設を巣立つ児童、DVや虐待による保護対象者に対して、当社物件をシェルターとして提供する。シェルターには最低限必要な家具・家電を備え付け、入居に向けたオリエンテーションも実施し、すぐ生活できるようにする。賃料は利用者の生活や就労状況の安定度等により変化させ、サポートする。



＊事業テ－マの説明内容は承認企業から提出のあった内容を転記し掲載しています。

